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株主各位

証券コード３５２１
2 0 2 6 年 ６ 月 1 1 日

株 主 各 位
東京都港区南青山７丁目８番４号

（旧商号：エコナックホールディングス株式会社）

取締役社長 鈴 木 隆 太

【当社ウェブサイト】
https://thermae-yu-hd.co.jp

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/3521/teiji/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第146回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第146回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げ
ます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事
項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲
載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますよ
うお願い申し上げます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「投資家の皆様へ」「株主総会」
を順に選択いただき、ご確認ください。）

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「テルマー湯ホ
ールディングス」又は「コード」に当社証券コード「3521」を入力・検索し、「基本情
報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主
総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、本招集ご通知とあわせてお送
りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2026年６月25日（木曜
日）午後５時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
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株主各位

１．日    時 2026年６月26日（金曜日）午前10時

２．場    所 東京都港区元赤坂二丁目２番23号
明治記念館　２階　孔雀の間
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
昨年と同じ開催場所ですが、階及び会場が異なりますので、
お間違えのないようお願い申し上げます。

３．目的事項

報告事項 １. 第146期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告、連
結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結
果報告の件

２. 第146期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類報告
の件

決議事項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役４名選任の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
(1)議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があった

ものとしてお取り扱いいたします。
(2)代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人

として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必
要となりますのでご了承ください。

     

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう
お願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前頁に記載のインターネット上の各ウェブサイ
トにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送
りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、次に掲げる事項
を除いております。

①　連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
②　計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

したがいまして、当該書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会
計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部でありま
す。

◎株主総会にご出席の株主様へのお土産は、ご用意いたしておりません。何卒ご理解いただ
きますようお願い申し上げます。

記

以　上
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事業の経過及びその成果

（ 2025年４月１日から
2026年３月31日まで ）

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況に関する事項

（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度（2025年４月１日から2026年３月31日まで）におけるわが国経済は、

日中関係が悪化したもののサービス需要やインバウンド需要は引続き好調だったことか

ら、緩やかな回復基調で推移いたしました。一方、円安に伴う輸入価格の高騰による物

価上昇、資源価格の高騰、人手不足の深刻化、さらには中東情勢の緊迫化など、先行き

不透明な状況が続いております。

このような経営環境のもと、当社グループは中核事業である温浴事業を中心に事業を

展開してまいりました。当連結会計年度の当社グループの売上高は26億９千４百万円

（前連結会計年度比36.0％増）、営業利益３億６百万円（前連結会計年度比10.2％

減）、経常利益３億７百万円（前連結会計年度比9.6％減）、親会社株主に帰属する当

期純利益１億６千万円（前連結会計年度比16.3％減）となりました。

単体の業績につきましては、当事業年度の売上高は８億６千１百万円（前事業年度比

3.3％増）、営業利益２億８千７百万円（前事業年度比4.8％減）、経常利益２億９千２

百万円（前事業年度比3.8％減）、当期純利益１億４千６百万円（前事業年度比7.1％

減）となりました。

当期の配当につきましては、１株につき５円の期末配当の実施を株主総会にお諮りさ

せていただくことといたしました。

なお、当社は2025年６月27日開催の第145回定時株主総会の決議により、2025年10月

１日をもって商号を「エコナックホールディングス株式会社」から「テルマー湯ホール

ディングス株式会社」へ変更いたしております。

株主の皆様には、今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げま

す。

事業分野別の概況は次のとおりであります。

なお、青柳食品販売株式会社の全株式を取得し、子会社化したことに伴い、当連結会

計年度より「食品事業」を追加しております。
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事業の経過及びその成果

＜温浴事業＞

当社グループの主力である温浴事業では、東京都新宿区歌舞伎町にて事業展開する温

浴施設「テルマー湯　新宿店」におきまして、当連結会計年度の入館者数は前期と比べ

0.3％減少し、32万２千１百人となりました。入館者数の微減につきましては、インバ

ウンド需要が好調だったことによる外国人観光客が増加した一方で、国内においてはイ

ンフレに伴う物価上昇により個人の遊興支出を控える傾向が続いたと考えております。

そのような中、集客活動といたしましては、昨年に引続き季節ごとのフェアを開催し、

レストランのメニューなども定期的に入替えてリピーターを飽きさせないよう努めてお

ります。新宿店につきましては、皆さまのおかげをもちまして８月で開業から10周年を

迎えることができました。特別イベントとしてランニング、ヨガなどのウェルネス関連

のイベントを開催したほか、有名アウフギーサーを招いてのスペシャルアウフグースの

開催やレストランでの記念メニューの提供など様々な10周年記念イベントを開催いたし

ました。また、地下１階のレストランの一部をくつろぎスペースへとリニューアルする

ため改装工事を行い、７月１日に「リラックス＆コワーキングラウンジ」として新たに

オープンいたしました。追加料金なしでお客様にご利用いただけるパーソナルスペース

となっており、寝転んでご利用いただけるリラックススペースが24床、デスク席でパソ

コン作業などが行えるコワーキングスペースが11席で全床、全席コンセント付きとなっ

ております。さらに12月12日から館内の全てのドライヤーとシャワーヘッドを高級製品

にアップグレードいたしました。従来と比べ、より高機能なドライヤー＆シャワーヘッ

ドをお試しいただけます。これら多数のイベントや施設内のリニューアルなどで新規顧

客の増加にも注力いたしました。また、ご利用時間の改定を行い、10月１日から従来の

最大12時間利用から同料金で最大24時間利用可能といたしました。さらに、11月26日か

ら深夜早朝料金発生の対象時間を従来の０時～９時在館から０時～６時在館とし、６時

～９時にご入館されたお客様は実質値下げとなるよう改定いたしました。これにより朝

風呂を、より手ごろな料金でお楽しみいただけるようになり集客力アップにつながりま

した。

東京都港区西麻布で事業展開する「テルマー湯　西麻布店」におきましては、当連結

会計年度の入館者数は前期と比べ2.7％減少し、８万７千２百人となりました。西麻布

店につきましては、開業から３年目のまだまだ伸びしろのある店舗となりますので、引

続き有名アウフギーサーを多数ゲストに迎え、アウフグースに特に注力して他店との差

別化を図っております。10月にＡｕｆｇｕｓｓＷＭ2023世界チャンプのＫＵＲＯＫＡＷ

Ａさんをゲストにお迎えした際には交流会なども開催してお客様にお楽しみいただきま

した。また、９月には施設内に新たなリラクゼーションサロンとして「ＲＥＳＥＴ　Ｌ

ＡＢＯＲＡＴＯＲＹ（リセット　ラボラトリー）」がオープンし、ヘッドスパでの極上
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事業の経過及びその成果

事 業 分 野 売　上　高　(百万円) 構　成　比　(％)
前 連 結 会 計 年 度 比

増　減　率

温 浴 事 業 2,000 74.3 3.6％増

不 動 産 事 業 46 1.7 5.5％減

食 品 事 業 647 24.0 －

合 計 2,694 100.0 36.0％増

のリラックスを提供いたしております。

その結果、温浴事業の売上高は20億円（前連結会計年度比3.6％増）、営業利益は４

億９千３百万円（前連結会計年度比4.2％増）となりました。

＜不動産事業＞

不動産事業では、東京都港区西麻布に所有する「エコナック西麻布ビル」の住居部分

の賃貸収益につきまして、継続して安定した収入を得ることができました。

その結果、不動産事業の売上高は４千６百万円（前連結会計年度比5.5％減）、営業

利益は１千４百万円（前連結会計年度比16.2％減）となりました。

＜食品事業＞

食品事業では、2025年７月から当社の子会社となった青柳食品販売株式会社が食品、

食材、健康食品の企画開発、ＯＥＭ製品の受託、卸売等を行っております。大手コンビ

ニ・スーパー向けのおにぎり、調理麺等の具材の販売が順調だったほか、お惣菜・弁当

用の混ぜご飯の素なども順調に推移いたしました。また、ペット用のレトルトの食品製

造は大変好調に伸長いたしました。ペットフード業界においては近年、ペットを家族同

様に大切にする風潮の高まりを背景に大きく拡大しております。当社グループにおきま

しても、飼い主様とペットが一緒に共有出来る安心・安全なおやつ、アイス、防災食な

どを企画開発しており、「Ｃｈｉｌｌわんシリーズ」として12月よりＥＣサイトでの販

売を開始いたしました。これまでの食品業界においての商品開発、品質管理の経験を活

かし、食品会社だからこそ出来る、安心・安全な品質重視をコンセプトとしたオジリナ

リティーのあるペットフード関連の開発、販売にも注力いたしました。しかしながら、

のれんの償却額を１千８百万円計上したことにより営業損益は損失となりました。

その結果、食品事業の売上高は６億４千７百万円、営業損失は１千８百万円となりま

した。

事業分野別売上高
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設備投資等の状況、資金調達の状況、企業集団の対処すべき課題

（2）設備投資等の状況

　当連結会計年度に実施した設備投資等の総額は９千２百万円であります。

（3）資金調達の状況

　該当事項はありません。

（4）企業集団の対処すべき課題

日中関係の悪化による中国人観光客が減少した一方で、2025年の訪日外国人観光客は

過去最高を記録するなどインバウンド需要が引続き好調なことから、サービス業が中核

事業である当社グループにとっては追い風になると考えております。

温浴事業におきましても、外国人観光客の増加はプラス要因となりますが、一方で国

内においては円安に伴う物価上昇により個人の遊興支出を控える傾向が当分の間、続く

と考えております。さらに中東情勢の緊迫化に伴うエネルギー価格の高騰が水道光熱費

を大量に消費する温浴事業にとってはマイナス要因となります。「テルマー湯　新宿

店」につきましては、引続きリピーターの維持に努め、さらに新規顧客の取り込みが最

重要課題であると考えております。そのような中、来館者を飽きさせないよう引続き多

数のイベントを企画し来館者数の維持に努めてまいります。

宿泊施設と温浴施設が一体となっている「テルマー湯　西麻布店」につきましては、

前連結会計年度は周辺のホテルなどの宿泊施設の価格上昇が追い風となり宿泊需要は好

調に推移しておりましたが、当連結会計年度では周辺の宿泊施設の宿泊料金が下落傾向

にあったため当施設も宿泊料金の値下げを強いられており、売上高の減少要因となりま

した。宿泊需要は周辺の宿泊施設の料金単価の影響を受けやすいため、温浴施設の来館

者数を更に伸ばしていくことが課題であります。西麻布店はサウナに特に力を入れ、有

名アウフギーサーを多数ゲストに迎えております。今後も様々なイベントを企画し新規

リピーターの獲得に注力してまいります。

不動産事業におきましては、所有するエコナック西麻布ビルの住居部分について退去

部屋を新たに賃貸せず当社が利用していることから、多少稼働率が下がっております

が、周辺の不動産賃貸価格も上昇していることから、今後も需要は好調で推移し、引続

き安定した賃料収入を見込んでおります。

食品事業におきましては、引続き大手コンビニ・スーパー向けの食品の販売ならびに

ペット用のレトルト食品製造を進めていくとともに、自社ブランドとして立ち上げた

「Ｃｈｉｌｌわんシリーズ」製品の販売拡大に注力してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお

願い申し上げます。
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財産及び損益の状況の推移、重要な親会社及び子会社の状況

区 分
第143期

（2023年３月期）
第144期

（2024年３月期）
第145期

（2025年３月期）

第146期
(当連結会計年度)
（2026年３月期）

売 上 高 (百万円) 1,407 1,892 1,980 2,694

経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （ △ ）

(百万円) △7 183 339 307

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(百万円) 51 96 191 160

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

(円) 1.93 3.64 7.24 6.06

総 資 産 (百万円) 6,108 6,008 6,090 6,000

純 資 産 (百万円) 4,632 4,728 4,924 4,967

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 175.10 178.74 185.97 187.04

（5）財産及び損益の状況の推移

（注）１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資

産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

２．2023年10月１日付で普通株式２株につき１株の割合をもって株式併合を行っております。第143

期（2023年３月期）の期首に当該株式併合が行われたものと仮定して１株当たり当期純利益及び

１株当たり純資産を算定しております。

会 社 名 資本金（千円） 議決権比率（％） 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 テ ル マ ー 湯 92,500 100.0 温 浴 施 設 の 運 営

株 式 会 社 エ レ ナ 2,000 100.0 温 浴 施 設 の 運 営

青 柳 食 品 販 売 株 式 会 社 10,000 100.0
食品、食材、健康食品の企画開
発、ＯＥＭ製品の受託、卸売等

（6）重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

（注）2025年７月２日付で青柳食品販売株式会社の全株式を取得し、同社を連結子会社といたしました。
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主要な事業内容、主要な営業所及び工場、従業員の状況、主要な借入先の状況

事 業 分 野 事 業 内 容

温 浴 事 業 温浴施設の運営

不 動 産 事 業 不動産の売買・賃貸

食 品 事 業 食品、食材、健康食品の企画開発、ＯＥＭ製品の受託、卸売等

（7）主要な事業内容（2026年３月31日現在）

（注）当連結会計年度より、食品事業を開始し、報告セグメントに追加しております。

事 業 所 名 所 在 地

テルマー湯ホールディングス株式会社 本 店 東 京 都 港 区

株 式 会 社 テ ル マ ー 湯
本 店 東 京 都 港 区

店 舗 東 京 都 新 宿 区

株 式 会 社 エ レ ナ
本 店 東 京 都 港 区

店 舗 東 京 都 港 区

青 柳 食 品 販 売 株 式 会 社
本 店 東 京 都 千 代 田 区

工 場 長 野 県 長 野 市

（8）主要な営業所及び工場（2026年３月31日現在）

事 業 分 野 従 業 員 数 （ 名 ） 前連結会計年度末比増減

温 浴 事 業 20 ３名減

不 動 産 事 業 １ －

食 品 事 業 ４ ４名増

全 社 （ 共 通 ） ７ －

合 計 32 １名増

従業員数（名） 前事業年度末比増減 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年）

８ － 46.8 14.4

（9）従業員の状況（2026年３月31日現在）

①企業集団の従業員の状況

（注）１. 従業員数は就業人数であり、パートタイマーは含めておりません。

２. 全社（共通）として記載している従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

②当社の従業員の状況

（注）従業員数は就業人数であります。

借 入 先 借 入 金 残 高 （ 千 円 ）

株 式 会 社 東 日 本 銀 行 202,902

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 153,830

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 48,540

（10）主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）

－ 8 －
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会社の株式に関する事項

（1）発行可能株式総数 70,000,000株

（2）発行済株式の総数 26,466,366株

（3）株主数 14,325名

株 主 名 持株数（株） 持株比率（％）

株式会社ウェブ 2,551,000 9.64

株式会社船橋カントリー倶楽部 1,820,000 6.88

ロイヤル観光有限会社 1,775,550 6.71

株式会社ＮＦＫホールディングス 1,530,600 5.78

株式会社トーテム 1,287,500 4.86

株式会社広共コーポレーション 1,182,500 4.47

伊豆シャボテンリゾート株式会社 1,020,400 3.85

有限会社ＭＢＬ 650,000 2.45

株式会社広共 540,050 2.04

東拓観光有限会社 377,600 1.42

２. 会社の株式に関する事項（2026年３月31日現在）

（4）大株主（上位10名）

（注）持株比率は、自己株式（17,333株）を控除して計算しております。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

　該当事項はありません。
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会社の新株予約権等に関する事項

第１回新株予約権

発行決議日 2024年12月19日

新株予約権の数 9,000個

新株予約権の目的となる株式の種類と数
普通株式　900,000株

（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額 新株予約権１個当たり124円

新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額

新株予約権１個当たり11,200円

（１株当たり112円）

権利行使期間
2027年１月７日から

2034年12月18日まで

行使の条件 （注）

役 員 の

保 有 状 況

取締役（社外取締役を除く）

新株予約権の数　　　　　4,000個

目的となる株式数　　　400,000株

交付対象者数　　　　　　　２名

社外取締役

新株予約権の数　　　　　1,000個

目的となる株式数　　　100,000株

交付対象者数　　　　　　　１名

３. 会社の新株予約権等に関する事項（2026年３月31日現在）

（1）当事業年度末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された

新株予約権の状況

該当事項はありません。

（2）当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。

（3）その他新株予約権等に関する重要な事項

2024年12月19日付取締役会決議に基づき発行した有償ストック・オプションの概要

（注）１．役員の保有状況には退任役員にかかる新株予約権は含まれておりません。

２．新株予約権の行使の主な条件は次のとおりであります。

①新株予約権者は、新株予約権の割当日以降、権利行使期間の終了日に至るまでの間の特定の日に

おいて、東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値株価が170円を超過した場合

には、新株予約権を行使することができる。

②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社の取締役たる地位を保有していること

とする。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由があるとして当社取締役会の承認を得

た場合は、この限りではない。

③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
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会社の新株予約権等に関する事項

第２回新株予約権

発行決議日 2024年12月19日

新株予約権の数 12,600個

新株予約権の目的となる株式の種類と数
普通株式　1,260,000株

（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに払い込みは要しない

新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額

新株予約権１個当たり11,700円

（１株当たり117円）

権利行使期間
2027年１月７日から

2034年12月18日まで

行使の条件 （注）

使 用 人 等 へ の

交 付 状 況

当社使用人

新株予約権の数　　　　　5,600個

目的となる株式数　　　560,000株

交付対象者数　　　　　　　７名

子会社の役員及び

使用人

新株予約権の数　　　　　7,000個

目的となる株式数　　　700,000株

交付対象者数　　　　　　　32名

④新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過

することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤新株予約権者は、新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

⑥新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他条件

に違反した場合、新株予約権を行使できない。

2024年12月19日付取締役会決議に基づき発行した税制適格ストック・オプションの概要

（注）新株予約権の行使の主な条件は次のとおりであります。

①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、または従業員

たる地位を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由が

あるとして当社取締役会の承認を得た場合は、この限りではない。

②新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額は、1,200万円を超えてはなら

ない。

③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

④新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤新株予約権者は、新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

⑥新株予約権者は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他条件に違

反した場合、新株予約権を行使できない。
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会社役員に関する事項

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役

社 長
鈴　木　隆　太

株式会社テルマー湯　代表取締役

株式会社エレナ　代表取締役

青柳食品販売株式会社　取締役

取 締 役 加　藤　祐　蔵
株式会社ＮＦＫホールディングス　取締役

株式会社キャストリコ　社外取締役

取 締 役 布　村　洋　一
株式会社クラスコンサルティング　代表取締役

株式会社ウェブ　取締役

取 締 役 宮　﨑　由　美 －

監 査 役
（ 常 勤 ）

岩　﨑　周　也

株式会社テルマー湯　監査役

株式会社エレナ　監査役

青柳食品販売株式会社　監査役

監 査 役 小田島　　　章
小田島法律事務所　弁護士

伊豆シャボテンリゾート株式会社　社外監査役

監 査 役 小　林　明　隆
一番町国際法律特許事務所　弁護士

株式会社ＮＦＫホールディングス　社外監査役

４. 会社役員の状況
（1）取締役及び監査役の状況（2026年３月31日現在）

（注）１．取締役 布村洋一氏及び宮﨑由美氏は、社外取締役であります。

２．監査役 岩﨑周也氏、小田島章氏及び小林明隆氏は、社外監査役であります。

３．常勤監査役 岩﨑周也氏は、過去に他社の企業経営を長年にわたり携わり、財務及び会計に関す

る相当程度の知見を有するものであります。

４．監査役 小田島章氏及び監査役 小林明隆氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律に

関する相当程度の知見を有するものであります。

５．2025年６月27日開催の第145回定時株主総会終結の時をもって、奥村英夫氏及び萩野谷敏裕氏は

取締役を退任いたしました。

６．当社は取締役 宮﨑由美氏及び監査役 小田島章氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし

て指定し、同取引所に届け出ております。

７．当社は、会社法第427条第１項に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を

取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役との間で締結することができる旨を定

款で定めておりますが、当事業年度においては締結しておりません。

８．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結

し、被保険者が負担することになる損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補されるこ
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会社役員に関する事項

ととしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、犯

罪行為や法令違反を認識しながら行った行為に起因する損害等は填補の対象外としております。

当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社及び当社の子会社のすべての取締役・監査役・

管理職従業員であり、そのすべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しておりま

す。

（2）取締役及び監査役の報酬等

① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2022年３月17日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に

係る決定方針を決議しております。

　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内

容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合して

いることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりでありま

す。

ａ．基本報酬に関する方針

　取締役の基本報酬については、業界もしくは同規模の他社水準、従業員の給与・賞

与水準及び過去の支給実績などを総合的に勘案して決定し、職責に応じた役位ごとの

固定の金銭報酬とする。

ｂ．業績連動報酬等に関する方針

　取締役の業績連動報酬（賞与）については、企業価値向上をより明確にすることに

対する短期のインセンティブ報酬として、単年度の連結業績及び経営内容等に基づ

き、役位を勘案して決定する業績連動の金銭報酬とする。なお、業績連動指標は、連

結売上高、連結営業利益、連結経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益のいずれ

かを選択することとする。

ｃ．非金銭報酬等に関する方針

　取締役の非金銭報酬については、中長期的な業績と企業価値向上に対するインセン

ティブ報酬として、業績連動型株式報酬制度等の導入の可能性についても、新たな類

型の制度を含め適時適切に検討を行い、実施することにも対応する。

ｄ．報酬等の割合に関する方針

　取締役の業績連動報酬（賞与）は、月額固定の基本報酬の０ヶ月から２ヶ月の範囲

で決定する。よって、業績連動報酬（賞与）が最大で支給されたと仮定した場合の基

本報酬と業績連動報酬（賞与）との比率は６：１となる。
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区 分
報酬等の
総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬

業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取 締 役
（うち社外取締役）

19,650
(3,600)

19,650
(3,600)

－
(－)

－
(－)

６
(３)

監 査 役
（うち社外監査役）

8,580
(8,580)

8,580
(8,580)

－
(－)

－
(－)

３
(３)

合 計
（うち社外役員）

28,230
(12,180)

28,230
(12,180)

－
(－)

－
(－)

９
(６)

ｅ．報酬等の付与時期や条件に関する方針

　取締役の報酬は、会社業績との連動性を反映した体系とし、月額固定の基本報酬及

び業績連動報酬（賞与）により構成される。ただし、社外取締役については、監督機

能強化の観点から基本報酬のみとする。業績連動報酬（賞与）については、毎年、定

時株主総会以降に支給する。

ｆ．報酬等の決定の委任に関する事項

　取締役の各報酬額については、株主総会で決議された総額の範囲内で、社外取締役

を含む取締役会が代表取締役に委任し、代表取締役が基本方針に従って決定する。

ｇ．上記のほか報酬等の決定に関する事項

　監査役の報酬は、基本報酬のみで構成される。また、基本報酬の総額は株主総会で

決議された総額の範囲内とし、各監査役の報酬については、常勤・非常勤の別及び業

務分担の状況等を勘案して、監査役の協議により決定する。

② 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１．上表には、2025年６月27日開催の第145回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名

（うち社外取締役１名）を含んでおります。

２．業績連動報酬等及び非金銭報酬等は、業績を鑑み、当事業年度は支給しておりません。

３．取締役の報酬限度額は、1984年12月20日開催の第104回定時株主総会において月額20,000千円以

内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の

取締役の員数は13名であります。

４．監査役の報酬限度額は、1984年12月20日開催の第104回定時株主総会において月額5,000千円以内

と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は２名であります。

５．取締役会は、代表取締役社長鈴木隆太に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しておりま

す。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うに

は代表取締役社長が適していると判断したためであります。

６．当事業年度において、社外役員が当社の子会社から受けた役員報酬等はありません。
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会社役員に関する事項

区分 氏名 兼職の状況 関係

取締役 布　村　洋　一
株式会社クラスコンサルティング代表取締役 重要な関係なし

株式会社ウェブ取締役 重要な関係なし

取締役 宮　﨑　由　美 － －

監査役 岩　﨑　周　也

株式会社テルマー湯監査役 連結子会社

株式会社エレナ監査役 連結子会社

青柳食品販売株式会社監査役 連結子会社

監査役 小田島　　　章
小田島法律事務所　弁護士 重要な関係なし

伊豆シャボテンリゾート株式会社社外監査役 重要な関係なし

監査役 小　林　明　隆
一番町国際法律特許事務所　弁護士 顧問弁護士

株式会社ＮＦＫホールディングス社外監査役 重要な関係なし

③ 当事業年度において支払った役員退職慰労金

　2025年６月27日開催の第145回定時株主総会決議に基づき、同総会終結の時をもって

退任した取締役に支払った役員退職慰労金は以下のとおりであります。

取締役２名　25,000千円（うち社外取締役１名　5,000千円）

（3）社外役員に関する事項

① 重要な兼職の状況及び当該兼職先と当社との関係
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会社役員に関する事項

区 分 氏 名
出席状況、発言状況及び

社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役 布　村　洋　一

　当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席いた

しました。主に会社経営者としての見地から、豊富な経

験・知識等に基づいた貴重な指摘、意見をいただいてお

り、独立した客観的な立場から、当社経営陣・取締役に対

する監督を実効的に行う役割を果たしております。

取締役 宮　﨑　由　美

　社外取締役就任以降に開催された取締役会10回の全てに

出席いたしました。長年にわたり企業の財務・経理部門に

携わり、豊富な経験・知識等に基づいた貴重な指摘、意見

をいただいており、独立した客観的な立場から、当社経営

陣・取締役に対する監督を実効的に行う役割を果たしてお

ります。

監査役 岩　﨑　周　也

　当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席し、

また、当事業年度に開催された監査役会13回の全てに出席

し、主に会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基

づき、経営全般に対する貴重な指摘、意見をいただいてお

ります。

監査役 小田島　　　章

　当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席し、

また、当事業年度に開催された監査役会13回の全てに出席

し、主に弁護士としての専門的見地から貴重な指摘、意見

をいただいております。

監査役 小　林　明　隆

　当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席

し、また、当事業年度に開催された監査役会13回のうち12

回に出席し、主に弁護士としての専門的見地から貴重な指

摘、意見をいただいております。

② 当事業年度における主な活動状況
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会計監査人に関する事項

５. 会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称

監査法人やまぶき

（2）報酬等の額

①当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額　　　　　　20,500千円

②当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,500千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく

監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、①の金額にはこれら

の合計額を記載しております。

２．監査役会は、取締役及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けて、会計監査人に対

する報酬等の額、監査契約の内容が適切かどうか検討し、更に前期の監査状況と当期監査計画

に基づく監査日数、監査チームの編成等の監査体制に鑑みて、同意することが相当であると判

断いたしました。

（3）非監査業務の内容

該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

  監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断

した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容

を決定いたします。

　また会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場

合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場

合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計

監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

（5）責任限定契約の内容の概要

  当社と会計監査人監査法人やまぶきは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法

第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく

損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額としており

ます。
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業務の適正を確保するための体制

６. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社

の業務の適正を確保するための体制についての決定内容及び当該体制の運用状況の概要

は、以下のとおりであります。

(業務の適正を確保するための体制の概要)

(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　当社は、社内のコンプライアンス遵守の状況につきまして、取締役会を中心に顧問弁

護士及び会計監査人と連携のもと、定期的に会合を開き確認することにより、不正、事

故、法令違反等の未然の防止、早期の発見及び解決、再発防止を継続的に実施しており

ます。そして、社員への教育・啓発の強化を通じて、コンプライアンス意識の浸透、定

着及び向上を推進し、当社グループ全体への周知徹底を行います。

　また、内部監査制度を実施し、監査役監査・会計監査人監査の相互連携により監査体

制の充実を図ります。さらに、会計監査人、内部監査室など内部統制に係る組織と必要

に応じて情報交換を行い、内部統制システム全般をモニタリングすることにより、効率

的な運用についての助言を行うとともに監査の実効性の向上を推進します。

　なお、社会的責任及び企業防衛の視点から、事業活動において反社会的勢力との関係

は一切持たないこととし、当該勢力との関係の遮断は、外部専門機関との連携のもと、

当社が中心となってグループ全体で対応します。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　当社は、文書管理につきましては、文書管理規程に基づいて保存・管理を行うととも

に、株主総会議事録、取締役会議事録及び計算書類等について、法令の定めに基づく各

種規程にて保存期間を設定し、情報の適切な保管を行います。

　また、個人情報につきましては個人情報保護に関する方針に基づいて、管理の徹底を

図ります。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は、取締役会及び社内の各会議体において、各担当部署から業務執行に係るリス

クを随時報告し、その把握と管理を徹底することにより、リスクの発生の未然防止と発

生時の対処を迅速に行う体制を整えております。

　特に四半期ごとには、取締役及び取締役会に対しての各担当部署からの報告をもと

に、社内でのリスクマネジメントの有効性のモニタリングを実施しております。

　リスクマネジメントにつきましては、職務権限規程により定められた部門ごとの責任

権限に基づき適切に管理を行うとともに、重要性に応じて社長への報告を徹底し、その

承認を得て対策を実行します。
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業務の適正を確保するための体制

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は、定例の取締役会において、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務

に関する事項を決議するとともに、取締役の職務の執行を監督し、随時、役員ミーティ

ングを開催し、重要な情報伝達を確実に行う体制をとります。

　取締役会は、定例取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催す

ることで、法令及び社内規程に従った重要な業務執行について決議します。役員ミーテ

ィングは原則として毎週月曜日に開催し、各取締役の業務執行の状況に関する適時な報

告を受けることにより、経営環境の変化に迅速な意思決定ができるように努めます。

(5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　当社は、関係会社管理規程により子会社の管理を明確に規定します。取締役、監査役

及び管理部門役職員は、分担して子会社の取締役または監査役を兼任し、事業内容の定

期的な報告と重要案件についての事前協議を行います。

　また、子会社の自主性を十分確保しつつ、監査役及び内部監査室は定期的に子会社へ

の内部監査を実施することにより、経営管理体制の整備及び統括を通じて業務の適正性

を監視します。

(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における、当該使用人

及び当該使用人の取締役からの独立性並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保

に関する事項

　当社は、現在監査役の職務を補助すべき使用人を配置しておりませんが、監査役が必

要と判断して配置を求めた場合は、専任もしくは兼任の使用人を置くことができる体制

を確保しております。

　当該使用人の人事に係る事項については、取締役は事前に監査役の同意を得て行わな

ければならないものとします。

(7)当社及び子会社の取締役、使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役へ

の報告に関する体制、並びに監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として

不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　当社の取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を

発見したときは、速やかに監査役に報告を行います。また、監査役に対する報告をした

者に対し、当該報告をしたことを理由に不利な取り扱いを行うことを禁止し、当社グル

ープにおいてその旨を周知徹底します。

　監査役は、取締役会には原則として全員が出席し、常勤監査役は重要なミーティング

に常時出席し、法令・定款違反の有無を確認します。

　当社は、常勤の取締役及び監査役をメンバーとして、原則として毎週月曜日に役員ミ

ーティングを開催し、業務の執行状況について報告と確認を行います。
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業務の適正を確保するための体制

（注）本事業報告中に記載の金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

(8)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続、その他の当該職務の

執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　監査役がその職務執行について生ずる費用の前払又は償還の請求をしたときは、明ら

かに職務執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかにその費用又は債務を負担

します。

(9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　当社は、会計監査人、代表取締役及び監査役との意見交換、情報交換を行う体制をと

り、内部監査においては、内部監査計画及び結果の監査役への報告や監査役の内部監査

への立会いにより内部監査室との連携を図ります。

　監査役は、当社及び子会社の役職員から監査に必要な情報について随時報告を受け、

また重要な会議や役員ミーティングへ常時出席することにより監査の実効性の向上を図

ります。

(業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要)

　取締役の職務の執行につきましては、原則毎月１回の定例取締役会を開催し、経営に

関する重要事項の決定、業務執行状況の報告及び監督を行っております。

　情報の保存及び管理につきましては、株主総会議事録、取締役会議事録・稟議書等の

決裁書類を適切に作成し、管理部門で保管しております。

　リスク管理につきましては、原則毎月１回の定例取締役会を開催し、担当取締役より

リスクの発生状況について報告を行うとともに、その対策について検討を行い、必要に

応じた対応を実施しております。

　内部監査につきましては、内部監査室が定期的に各部門を監査し、業務活動が法令や

社内規程に基づき適切に行われているかをチェックしております。また、監査結果は、

社長に報告するとともに監査役とも共有しております。

　監査役の職務執行について生じた費用につきましては、監査役からの申請に基づき、

適切に支払っております。

　監査役は、取締役会以外にも経営会議やその他ミーティングに出席し、社内状況を把

握しております。また、内部統制に関する事項につきましても内部監査室からの監査報

告を受けております。
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連結貸借対照表

（2026年３月31日現在）
単位：千円(未満切捨)

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

工 具 器 具 及 び 備 品

土 地

無 形 固 定 資 産

借 地 権

ソ フ ト ウ ェ ア

電 話 加 入 権

の れ ん

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

　

1,525,857

1,300,584

172,225

27,436

10,139

15,775

△303

4,474,360

4,015,562

2,083,075

42,432

55,260

1,834,794

275,717

83,445

3,705

1,528

187,037

183,080

600

14,373

168,106

　

流 動 負 債 501,142

買 掛 金 123,262

１年内返済予定の長期借入金 159,932

未 払 金 53,261

未 払 法 人 税 等 75,371

契 約 負 債 19,179

前 受 金 6,544

賞 与 引 当 金 7,024

株 主 優 待 引 当 金 4,415

そ の 他 52,151

固 定 負 債 531,312

長 期 借 入 金 245,340

繰 延 税 金 負 債 28,921

再評価に係る繰延税金負債 10,296

資 産 除 去 債 務 243,360

長 期 預 り 金 3,393

負 債 合 計 1,032,454

（純資産の部）

株 主 資 本 4,928,134

資 本 金 100,000

資 本 剰 余 金 4,235,309

利 益 剰 余 金 596,374

自 己 株 式 △3,548

その他の包括利益累計額 18,765

土 地 再 評 価 差 額 金 18,765

新 株 予 約 権 20,861

純 資 産 合 計 4,967,762

資 産 合 計 6,000,217 負 債 ・ 純 資 産 合 計 6,000,217

連 結 貸 借 対 照 表
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連結損益計算書

（2025年４月１日から
2026年３月31日まで）

単位：千円(未満切捨)

科 目 金 額

売 上 高 2,694,334

売 上 原 価 2,105,682

売 上 総 利 益 588,651

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 282,014

営 業 利 益 306,637

営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,639

受 取 手 数 料 1,843

固 定 資 産 賃 貸 料 384

受 取 家 賃 1,025

受 取 補 償 金 665

そ の 他 508 7,065

営 業 外 費 用

支 払 利 息 6,245

そ の 他 188 6,434

経 常 利 益 307,268

特 別 利 益

債 務 免 除 益 7,280 7,280

特 別 損 失

役 員 退 職 慰 労 金 25,000

固 定 資 産 除 却 損 4,424 29,424

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 285,123

法人税、住民税及び事業税 140,857

法 人 税 等 調 整 額 △15,985 124,871

当 期 純 利 益 160,252

親会社株主に帰属する当期純利益 160,252

連 結 損 益 計 算 書
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貸借対照表

（2026年３月31日現在）
単位：千円(未満切捨)

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

関 係 会 社 短 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

工 具 器 具 及 び 備 品

土 地

無 形 固 定 資 産

借 地 権

ソ フ ト ウ ェ ア

電 話 加 入 権

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

関 係 会 社 長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

そ の 他
　

1,465,136

1,222,838

820

42

3,750

2,143

233,500

2,152

△111

4,588,884

3,840,190

1,871,765

75,325

25,753

32,551

1,834,794

87,222

83,445

2,248

1,528

661,471

600

356,493

30

140,000

121

164,227
　

流 動 負 債 268,044

１年内返済予定の長期借入金 74,600

未 払 金 7,009

未 払 費 用 3,932

未 払 法 人 税 等 69,628

前 受 金 72,484

預 り 金 961

賞 与 引 当 金 1,986

株 主 優 待 引 当 金 31,891

そ の 他 5,550

固 定 負 債 806,635

繰 延 税 金 負 債 25,994

再評価に係る繰延税金負債 10,296

資 産 除 去 債 務 241,950

長 期 預 り 金 528,393

負 債 合 計 1,074,679

（純資産の部）

株 主 資 本 4,939,712

資 本 金 100,000

資 本 剰 余 金 4,235,309

資 本 準 備 金 470,776

そ の 他 資 本 剰 余 金 3,764,532

利 益 剰 余 金 607,951

そ の 他 利 益 剰 余 金 607,951

繰 越 利 益 剰 余 金 607,951

自 己 株 式 △3,548

評価・換算差額等 18,765

土 地 再 評 価 差 額 金 18,765

新 株 予 約 権 20,861

純 資 産 合 計 4,979,340

資 産 合 計 6,054,020 負 債 ・ 純 資 産 合 計 6,054,020

貸　借　対　照　表
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損益計算書

（2025年４月１日から
2026年３月31日まで）

単位：千円(未満切捨)

科 目 金 額

売 上 高 861,183

売 上 原 価 359,335

売 上 総 利 益 501,848

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 214,258

営 業 利 益 287,590

営 業 外 収 益

受 取 利 息 6,089

受 取 家 賃 636

そ の 他 293 7,018

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2,509

そ の 他 20 2,529

経 常 利 益 292,079

特 別 損 失

役 員 退 職 慰 労 金 25,000

固 定 資 産 除 却 損 4,093 29,093

税 引 前 当 期 純 利 益 262,986

法人税、住民税及び事業税 129,614

法 人 税 等 調 整 額 △12,843 116,770

当 期 純 利 益 146,215

損　益　計　算　書
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連結計算書類に係る会計監査報告

監査法人やまぶき
東京事務所

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 江 口 二 郎

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 福 水 佳 恵

独立監査人の監査報告書

2026年６月２日

テルマー湯ホールディングス株式会社

取締役会　御中

　
監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、テルマー湯ホールディングス株式会社の
2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、テルマー湯ホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計
算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸
表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセス
の整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆
候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算

書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成するこ

とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能
性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内
容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か
つ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書
類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任
を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。
以　上
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計算書類に係る会計監査報告

監査法人やまぶき
東京事務所

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 江 口 二 郎

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 福 水 佳 恵

独立監査人の監査報告書

2026年６月２日

テルマー湯ホールディングス株式会社

取締役会　御中

　
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、テルマー湯ホールディングス株式会
社の2025年４月１日から2026年３月31日までの第146期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」
という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて
いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表
監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセス
の整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ
るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候
があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類

等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま

計算書類に係る会計監査報告

－ 27 －
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計算書類に係る会計監査報告

れる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、
並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。
以　上

－ 28 －
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第146期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報
告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について

報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、
取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努
めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所にお
いて業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については常勤監査役が子会社の
監査役も兼務しており、子会社の取締役会等において取締役等との意思疎通及び情報の交換を
図っており、事業及び財産の状況の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制、その他株式会社及びその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するために必要
なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決
議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の構築及び運用の状
況について監視及び検証を行いました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会
社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等
に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認めら
れません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制
システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は
認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　会計監査人監査法人やまぶきの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（3）連結計算書類の監査結果

　　会計監査人監査法人やまぶきの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年６月２日

テルマー湯ホールディングス株式会社　監査役会

常 勤 監 査 役 （ 社 外 監 査 役 ） 岩 﨑 周 也 ㊞
監 査 役 （ 社 外 監 査 役 ） 小田島　　　章 ㊞
監 査 役 （ 社 外 監 査 役 ） 小 林 明 隆 ㊞

　

監査役会の監査報告

以　上

－ 29 －
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剰余金の処分の件

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件

　当社は株主の皆さまへの利益還元を経営上の重要課題のひとつと考えております。安定

配当の維持を基本としながら、今後の事業展開等を勘案して、期末配当を以下のとおりと

いたしたいと存じます。

（1）配当財産の種類

　金銭といたします。

（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金５円　　総額は132,245,165円

（3）剰余金の配当が効力を生じる日

　2026年６月29日

－ 30 －
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取締役４名選任の件

候補者
番　号

ふ り が な

氏　 　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
所有する
当 社 の
株 式 数

1

「再任」

すず

鈴
き

木
 

 
りゅう

隆
た

太
（1978年５月13日）

2002年４月　㈱ステップ入社

2004年５月　㈱全東信入社

2019年９月　当社入社

2020年４月　当社社長付

2020年６月　当社取締役

2020年６月　当社不動産事業部長

2020年９月　㈱エレナ代表取締役社長（現任）

2021年１月　㈱テルマー湯代表取締役社長（現任）

2021年５月　㈱ハッピーリゾート代表取締役社長

2021年６月　当社代表取締役社長（現任）

2025年７月　青柳食品販売㈱取締役（現任）

－

2

「再任」

か

加
とう

藤
 

 
ゆう

祐
ぞう

蔵
（1963年11月12日）

2012年12月　当社入社　管理部課長

2014年４月　当社管理部長

2014年６月　当社取締役管理部長

2017年７月　当社取締役管理部門管掌

2020年６月　㈱ＮＦＫホールディングス社外取締役

2021年５月　当社取締役（現任）

2021年６月　㈱ＮＦＫホールディングス取締役（現任）

2023年１月　㈱トリプルワン（現㈱キャストリコ）社外取締役

（現任）

－

第２号議案　取締役４名選任の件

　取締役４名全員が、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役

４名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 31 －
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取締役４名選任の件

候補者
番　号

ふ り が な

氏　 　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
所有する
当 社 の
株 式 数

3

「再任」「社外」

ぬの

布
むら

村
 

 
よう

洋
いち

一
（1962年７月７日）

1985年４月　東京エレクトロン㈱入社

1988年10月　プルデンシャル生命保険㈱入社

2002年３月　㈲プラスサム総合研究所代表社員

2009年７月　㈱クラスコンサルティング代表取締役（現任）

2021年６月　当社社外取締役（現任）

2022年４月　㈱ウェブ代表取締役

2023年11月　㈱ウェブ取締役（現任）

－

4

「再任」「社外」

みや

宮
ざき

﨑
 

 
ゆ

由
み

美
（1958年５月９日）

2010年８月　ひかり税理士法人入社

2011年11月　三和不動産㈱入社

2014年10月　宝和商事㈲入社

2025年６月　当社社外取締役（現任）

－

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．布村洋一氏及び宮﨑由美氏は、社外取締役候補者であります。

３．布村洋一氏を社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割の概要は、同氏はコ

ンサルティング会社代表取締役としての豊富な経験・専門的な知識を有しており、高い識見と有

益なアドバイスを当社の経営に役立てていただくことであります。また、同氏が選任された場合

は、独立した客観的な立場から、当社経営陣・取締役に対する監督を実効的に行っていただき当

社の成長と企業価値向上に貢献していただけると考えております。

４．宮﨑由美氏を社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割の概要は、同氏は過

去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、長年にわた

り企業の財務・経理部門に携わり、豊富な経験・知識を有していることから、独立した客観的な

立場で当社の経営に対して助言いただけるものと考えております。

５．布村洋一氏及び宮﨑由美氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、両氏の社外取締役として

の在任期間は、本総会終結の時をもって布村洋一氏が５年、宮﨑由美氏が１年となります。ま

た、当社は宮﨑由美氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け

出ております。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定でありま

す。

６．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を

締結しており、当社取締役を含む被保険者が負担することになる損害賠償金及び争訟費用を当該

保険契約によって填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、

当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更

新を予定しております。

以　上

－ 32 －
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地図

株主総会会場ご案内図（明治記念館　２階　孔雀の間）
東京都港区元赤坂二丁目２番23号　<TEL:（03）3403－1171>
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